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平成１９年度秋田県環境マネジメントシステム
の取組結果について

環 境 管 理 事 務 局
（生活環境文化部環境あきた創造課環境管理室）

１ はじめに
秋田県環境マネジメントシステムでは、自らが行う事務事業活動が環境に及ぼす影響を

継続的に改善していくため、環境方針に基づき取組みを進めるとともに、定期的な見直し
を行い、継続的な改善を図っています。
環境方針（抜粋）
（１）基本理念

秋田県庁は、事業者、消費者の立場で自ら率先して環境への負荷の低減に取り組む
足がかりとして、ＩＳＯ１４００１の認証を取得し、環境への負荷の少ない持続的発
展の可能な循環型社会の実現を目指します。

（２）基本方針
Ａ 総合的な環境保全施策の推進
秋田県環境基本計画に掲げる環境保全施策について環境目的・目標を定め、推進
に努めます。

Ｂ 事業活動における積極的な環境配慮の実施
公共事業等の事務事業の実施に当たっての環境配慮方針を基に環境目的・目標を
定め、環境負荷の低減に努めます。

Ｃ 秋田県庁環境保全率先実行計画の推進
①電気使用量や燃料使用量の削減等の省エネルギーを推進します。
②廃棄物排出量の削減を推進します。
③コピー用紙使用量や水使用量の削減等の省資源を徹底します。
④事務用品等のグリーン購入を推進します。

Ｄ 環境関連法規等の遵守

２ 適用組織と職員数
（１）適用組織

課所数 サイト数
２２９ ９９

（２）職員数
職 員 常駐委託業者 合 計

６,４１７名 ３０４名 ６,７２１名
（注）職員には正職員のほか、他の団体からの出向職員や非常勤職員、臨時職員を含む。

３ 主な取組内容及び結果
（１）総合的な環境保全の推進（資料２参照）

目標設定 目標達成 目標未達事 項
項目数 項目数 成項目数

「総合的な環境保全施策の推進」に関するもの ６２ ６２ ０
「自然と人との共生」に関するもの １０ １０
例：自然環境保全地域等の維持管理。内

訳 「環境への負荷の少ない循環を基調とした社会の構築」 ２１ ２１
に関するもの
例：認定リサイクル製品の普及啓発を図る。

「地球環境保全への積極的な取組み」に関するもの ２３ ２３
例：森林の適正な整備を推進し、森林の公益的機能

の発揮を図る。
「環境保全に向けての全ての主体の参加」に関するもの ８ ８
例：地域住民等と一体となった体制のもと、水質

保全対策の推進を図る。
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（資料３参照）（２）公共事業実施に伴う環境負荷の低減 ～秋田県公共事業環境配慮システムの運用～

○対象：県が実施する道路の整備事業など２１種類のハード事業
評価対象→ 計画・設計段階 ５００万円以上 施工段階 １億円以上

・秋田県公共事業環境配慮システム連絡調整会議の開催（全３回）
・優良事例発会の開催

・平成１９年実施配慮率 ９８％（目標配慮率 ８０％）
評価対象事業数 １７２件
（計画２６、設計６２、施工８４）

（３）率先行動の推進（秋田県環境保全率先実行計画（第二期計画）に基づく取組の実施）
○環境負荷低減に向けた取組の推進
（主な取組内容）

・電気消費量の削減 昼休みの消灯や退庁時の電源切断、時間外勤務の削減（午後８時退庁の徹底）

・燃料消費量の削減 冷暖房の適切な温度管理（冷房２８℃、暖房２０℃）

夏期の軽装化、冬期の重ね着（クールビズ、ウォームビズ）

・コピー用紙使用量の削減 両面コピーや片面使用済み用紙の再利用の徹底、必要最小限の資料作成

・水道使用量の削減 洗車時の節水

○グリーン購入の推進
・グリーン購入の調達品目の追加 １０品目の追加等により、計１７分野２２２品目 （平成１９年度当初）。

調達品目の例 コピー用紙、トイレットペーパー、シャープペンシル、ファイル等

※ 紙類等については、製紙業界における再生紙偽造問題の発覚により、グリーン購入の

判断基準にかかわらず、環境に配慮した入手可能な代替品で対応した。

①目標設定項目と達成状況（基準年度(H15)に対する削減目標及び実績）
平成１９年度 平成１９年度実績

項 目 削減目標 組織全体 継続組織のみ
削減率 評価 削減率 評価

電気使用量(kwh) 1.5% 17.8% ○ 13.4% ○
灯油使用量(㍑) 3.0 11.3 ○ 10.6 ○
LPガス使用量(kg) 3.0 3.8 ○ 7.7 ○
都市ガス使用量(m3) 3.0 43.1 ○ 9.2 ○
重油使用量(㍑) 3.0 25.4 ○ 18.4 ○
ガソリン使用量(㍑) 3.0 △7.2 × △2.7 ×
軽油使用量(㍑) 3.0 △1.5 × 0.6 ×
水道使用量(m3) 3.0 21.4 ○ 12.8 ○
可燃ごみ排出量(kg) 9.0 18.8 ○ 22.7 ○
コピー用紙使用量(枚) 3.0 16.3 ○ 13.9 ○
※ＩＳＯ対象外組織も含む全ての県組織の実績
継続組織とは、平成１５年度以降新設廃止等の組織を除いたもの

②節約実績
環境目標項目に係る削減実績にそれぞれの経費単価を乗じて算出した節約効果は

以下のとおり。

１５年度経費 １９年度経費 節 約 額
組織全体 3,473,592千円 2,829,641千円 643,951千円
継続組織のみ 2,688,805千円 2,346,104千円 342,701千円
※経費単価は１５年度の単価を使用
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③二酸化炭素削減実績（基準年度(H15）からの削減率）

二酸化炭素排出量（CO2-t)

項 目 平成15年度 平成19年度 削減量 削減率

(2003年度) (2007年度)

電気使用量 46,812 38,468 8,344 17.8%

灯油使用量 12,563 11,144 1,419 11.3

ＬＰガス使用量 563 542 21 3.7

都市ガス使用量 3,760 2,139 1,621 43.1

重油使用量 14,758 11,013 3,745 25.4

公用車燃料使用量( ) 4,320 4,631 △311 △7.2ガソリン

公用車燃料使用量(軽油) 864 877 △13 △1.5

83,640 68,814 14,826 17.7

※ＩＳＯ対象外組織も含む県組織全体の実績

表①の使用量をもとに算定

④グリーン購入の推進に関するもの
１９年度 評価 １９年度 評価

項 目 調達目標 調達率 項 目 調達目標 調達率
％ ％

紙類 情報用紙 90％以上 － 温水器等 70％以上 75.0 ○
衛生用紙 95％以上 － 照明 90％以上 75.0 ×

納入印刷物 90％以上 － 自動車 70％以上 48.1 ×
文具類 90％以上 96.7 ○ 制服・作業服 70％以上 95.2 ○
機器類 70％以上 73.3 ○ ｲﾝﾃﾘｱ･ 70％以上 93.2 ○寝装寝具
ＯＡ機器 70％以上 88.4 ○ 作業手袋 70％以上 91.1 ○
家電製品 70％以上 98.3 ○ 70％以上 79.5 ○その他繊維製品
ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 70％以上 92.1 ○等
※ＩＳＯ対象外組織も含む全ての県組織の実績
※再生紙偽造問題により紙類、納入印刷物については、暫定方針により調達してい

ることから、この項目については評価しない。

（４）環境関連法規制等の順守について

平成１９年度

監視測定数 監視測定不適合数

保管・貯蔵施設 ２５３ ０

測定施設 １９１ ０

（５）職員の意識啓発

①職員研修

・特定業務従事者及び内部環境監査員を対象とした法的要求事項等に関する研修

H19.9.4（県南会場 、9.5（中央会場 、9.6（県北会場）） ）

・各公所における研修

庁内ＩＳＯホームページの充実②
・職員に対し、ＩＳＯに関する情報を提供

・法的要求事項に係る環境法令の情報を提供
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③内部環境監査員の養成

年 度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 備 考

養成人数 任期は３カ年４６名 ５０名 ３９名 ５４名 ３９名 ４２名 ５１名

１４４名 ９２名 ９５名 ９７名 １２８名 １３０名 １３１名監査員数

（ ）平成１９年１０月２４～２５日養成研修実施 講師 NECﾌｧｸﾄﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）三崎 敏幸氏

４ さらなる改善に向けて

（１）総合的な環境保全施策の推進に関するもの

◎現状の課題

○ 目標設定している環境保全施策以外にも環境保全に配慮した事業を行ってい

るにもかかわらず、それを目標設定項目にあげていない。

◎改善案

○ 組織における事業内容を再確認して、積極的に環境保全に配慮した事業を目

標として設定する。

（２）事業活動における積極的な環境配慮の実施に関するもの

◎現状の課題

○ Ｈ１９実施配慮率は９８％と目標の８０％は達成しているが、環境配慮の選

択事項数は、昨年なみの選択率となっている。

◎改善案

○ 工事の条件にもよるが、過去の事業種毎の平均選択事項数を踏まえ、さらに

質の高い取組となるよう目標を設定し、もう一歩踏み込んで配慮内容の充実を

図る。

（３）秋田県環境保全率先実行計画の推進に関するもの

◎現状の課題

○ ２００８年（平成２０年）から地球温暖化対策に係る京都議定書の第１約束

期間が始まっており、県が率先して温室効果ガスの排出量を削減する必要があ

る。

◎改善案

○ 秋田県庁率先実行計画で取り組む電気や燃料等の使用量の削減目標を確実に

達成し、温室効果ガスの削減目標を達成する。

（４）環境関連法規の順守に関するもの

◎現状の課題

○ 県は、法規制を行う立場であることから、法令順守の率先実行は必要不可欠

であるが、内部環境監査や外部審査において、法規制の順守に対する不備が指

摘がされている。

◎改善案

○ 各施設における法的要求事項を確実に把握し順守する。


